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神奈川県南足柄市社会福祉協議会視察報告書 

全体概要・まとめ 
 人口規模が葛城市と同程度の自治体社協における、身寄りのない方を支える地域資源と
しての独自事業（みまもり・入院入所時支援サービス・保証サービス・死後事務手続きサー
ビス）の成立ち、内容、実情について報告する。奈良県から遠く離れた地域であるが、限ら
れた予算・人員の中で、現場のニーズ調査に基づき事業を構築した結果、相談者や利用者か
ら高い評価を得ていることは、地域を超えて示唆に富む。 

 視察先①
1. 基本情報
 視察先自治体名：社会福祉法人南足柄市社会福祉協議会

※神奈川県南足柄市は面積約 77 ㎢（約 7 割が森林）、人口 38,830 人（高齢化率約
34％）の自治体

 担当部署・担当者名：地域福祉班あんしんセンター平川恵理子氏
 視察日： 2025（令和７）年 10 月 17 日（金）
 同行者：奈良弁護士会 水丸貴美子、小谷桃子

2. 事業の概要
 事業名：①アンカーサポート

②エンディングノート「もしものときにひらく『わたしのしおり』」
 開始年度： 令和３年度 事業開始（平成３１年度から検討開始）
 目的・背景：

比較的地縁・血縁のつながりがある地域だが、だからこそ地縁・血縁のない高齢者の
孤立感が強い。きっかけは日常生活自立支援事業で対応が難しい事案が立て続けにあ
ったこと。県社協の地域福祉活動支援事業（協働モデル助成）の協力により、年間８０
～１００万円の助成金を３年間得、視察や課題検討会を経て地域のニーズ調査をした
ところ、①在宅時に関すること、②入院入所に関すること、③死亡時に関することの各
場面で民生委員等が過度な役割を求められていることが分かった。本人のためにも、支
援者のためにも「不安」を取り除くための、身寄りのない方を支える地域資源を整える
必要があった。

 対象者： 次の①から⑤をすべて満たす方を想定している。①65 歳以上の一人暮らし又
は夫婦のみの世帯。②南足柄市内に住所があり、実際に住んでいる。③支えてくれる親
族がなく将来に不安を抱えている。④契約内容をしっかり理解できる。⑤生活保護を受
けていない。

 実施主体（市役所内課、社協委託、NPO 等）：南足柄市社会福祉協議会
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3. 事業内容の詳細
 主な支援・事業内容

①アンカーサポート
Ⓐ基本みまもりサービス 1

Ⓑオプション
－１ 入院入所時支援サービス（金銭管理、書類預り、臨時サービス 2。一応入所

入院先の範囲として南足柄市・小田原市・県西８町としている。）
－２ 保証サービス（緊急連絡先や保証人に準じる事務手続き、預託金（５０万

円）からの支払等）3

－３ 死後事務手続きサービス

②エンディングノートの作成と配布 （ 「わたしのしおり」というオリジナルエンディ ン
グノートの作成と配布（出前講座など）

※利用料：
①－Ⓐ基本みまもりサービス：年会費６０００円
①－Ⓑ金銭管理サービス：１５００円／回、

書類等預かりサービス：５００円／月 
臨時サービス  ：２０００円／時間 
保証サービス  ：１５００円／時間 ※別途預託金 4５０万円 
死後事務サービス：１５００円／時間 ※別途預託金（必要経費＋１０万円） 

 実施体制
あんしんセンターは職員３人で、日常生活自立支援事業と法人後見とアンカーサポー

トを担っている。また、事業審査会（委員構成：弁護士・司法書士、民生委員、市高齢介
護課長、県社協権利擁護推進課）が新規契約、支援状況への助言、事業の在り方について
助言等する。

 利用状況
現在の利用者数は４名。

1 訪問と電話による見守りが基本となる。ただ、「郵便局の『みまもり電話サービス』
（https://www.post.japanpost.jp/life/mimamori/howto.html#phone）を利用したいが、利用には本人以外
の通知先が必要なためその通知先になってほしい」というニーズに応じることもある。 
2 必要な物品や自宅に届いた郵便を届けるサービス（タイムチャージ）もある。 
3「医療サービスに関する事前意思表示書」の作成により医療同意の要請に対応したりもする。 
4 預託金の残額について推定相続人から「引受人」を指定してもらう。指定できない場合には公正証書遺
言を作成してもらう。 

＜神奈川＞2 / 13

【全】2 / 78 ページ



 財源
南足柄市社会福祉協議会の独自事業。予算措置：年間約８０万円程度。
南足柄市からの補助金額において、本事業について数十万円考慮されている。

4. 特徴的な取り組み
 他自治体と異なる独自の工夫点

・注釈 1 のように利用者のニーズに合わせて柔軟にサービスを組み立てている。
・入院入所などのターニングポイントになる出来事があると必要に応じて次のステージ

（日常生活自立支援事業や法人後見）に移すことが、あんしんセンターでのワンストッ
プでできる。

・エンディングノートの出前講座でアンカーサポートを紹介するなどして住民への周知
に取り組んでいる。

 市民の反応や利用者の声
アンカーサポートを知って安心して相談のみで終了することも多く、事業の存在自体が

市民の安心につながっているようである。 

5. 課題と対応策
 担当者から聞いた課題

・本人の死後に遺族から、生前に本人が「社協さんが全部やってくれる」と言っていた、
と言ってあれもこれも求められ誤解を解くのが大変なことがある。

・預託金の残額の処理のために公正証書遺言を作成してもらったが、本人死亡後、その公
正証書遺言作成後に作成した自筆証書遺言が出てきて預託金の処理に時間がかかった
ことがある。

・遺言書の作成などで弁護士等との連携が必要だが、近隣に弁護士等の士業が少ない。

6. 視察を通じての学び・所感
 印象に残った点

神奈川県の山間部にあり、県内の主要鉄道である JR 線や小田急線の駅がないなど、県
内でも人口減少と高齢化が進む地域である。そのような地域にある比較的小規模な社会
福祉協議会において、寝屋川市や越谷市、足立区、飛騨市など様々な自治体の取組みを参
考にしつつ、南足柄市のニーズに合わせた事業を構築している。ニーズの調査も福祉支援
の現場の意見を丁寧に聞き取っており、熱意と堅実さを伺い知ることができた。そのよう
にして作られた事業だからこそ相談者・利用者の満足度も高いのだと推察される。 

 自治体への示唆
人口規模でいうと、南足柄市は葛城市と同規模である。限られた予算と人員では、事業

は小さく始めざるをえない。その際には、当該自治体においてどのようなニーズがあるの
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か、という調査に重点を置いてその調査結果に基づいて事業内容を組み立てることが肝
要である。このことをアンカーサポート事業は示している。 

7. 添付資料
 配布資料一覧
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神奈川県松田町社会福祉協議会視察報告書 

全体概要・まとめ 
 常勤職員５名という小規模な社会福祉協議会で、令和７年１月より終活支援サービスを
開始させた。松田町の人口も約一万人と少ないが、高齢化率は 35％を超えており、地域
柄、不動産の処分や空き家対策について高い関心がある。 
 現在は１件目の契約成立を待つ段階ではあるが、顧問弁護士をはじめとした専門職と連
携し専門的助言を受けながら事業を進める松田町社協の終活支援サービスは、小規模自治
体のモデルになるものである。 

 視察先①
1. 基本情報
 視察先自治体名：

社会福祉法人松田町社会福祉協議会
神奈川県松田町面積 37.75 ㎢（94％が山間部）、人口 10,231人（高齢化率 35.6％）

 担当部署・担当者名：事務局長工藤義孝氏、事務局次長小嶋利和氏、青木淳子氏
 視察日： 2025（令和７）年 10月 17 日（金）
 同行者：

奈良弁護士会 水丸貴美子、小谷桃子

2. 事業の概要
 事業名：

終活支援サービス
 開始年度：

令和５年 10 月 松田町から打診
令和７年１月  事業開始

 目的・背景：
令和５年 10 月、松田町より、空き家対策の一環として終活事業、相談窓口を設置して

ほしいと打診を受けた。松田町では空き家問題が深刻化している。もっとも、空き家に
ついては処分の話などになってくると専門家でないと対応が難しいため、終活に関する
相談窓口を設置することとなった。 
実際に、令和５年 12 月、松田町社協が事業開始に向けて松田町内の 75 歳以上の一人

暮らし高齢者（285 世帯）へアンケートを実施したところ、６割が終活について興味が
あると回答し、見守りや、救急搬送時の同乗、入院入所の際の緊急連絡先を希望する声
が多数あることが分かった。 
令和６年度からは国の「持続可能な権利擁護支援モデル事業」を利用し、神奈川県社
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協から情報提供を受けたり、南足柄市社協、秦野市社協及び相模原市社協への視察等を
行い、令和７年１月より事業開始するに至った。 

 対象者： 下記(1)から(8)をすべて満たす者を想定している。
(1)松田町に住民票があり、居住している
(2)一人暮らし
(3)満 65 歳以上
(4)支援可能な家族がいない
(5)事業の契約内容を理解できる判断能力がある
(6)生活保護を受給していない
(7)負債がない
(8)契約時に必要な預託金が一括で支払える

 実施主体（市役所内課、社協委託、NPO 等）：
松田町社会福祉協議会

3. 事業内容の詳細
 主な支援・事業内容

（例：エンディングノート普及、相談窓口、講座・イベント、専門職との連携など）
〇定期的な見守りサービス
（定期的な電話連絡、自宅訪問、エンディングノートの内容確認） 

〇死後事務手続きサービス 
   （葬儀・火葬・納骨、入院・入所等の精算、行政官庁への届け、ライフラインの解

約など） 
  〇オプションサービス 

（アパート等の解約、家財等の処分）
  〇必要な費用 

初期事務手数料 20,000 円（税込）、年間利用料 12,000 円（税込）/年、預託金（死
後事務委任用）200,000円以上、執行費報酬（預託金合計額の１割もしくは５万円
（税込）のいずれか低いほう） 

  〇預託金等の引受人がいない人は、別途公正証書遺言を作成してもらう 
 実施体制（職員数、配置、協力団体）

主担当１名ほか常勤職員でカバー（常勤職員５名、嘱託職員２名、非正規職員７名）
あしがら成年後見センター、顧問弁護士、法人後見審査会委員による専門的助言あり

 利用状況（相談件数、参加者数、利用者層）
R7.1以降 相談件数が約５件

  そのうち１件が現在契約準備中 
 財源（市費、国県補助金、他）

松田町において、令和７年度の予算として、446万円を計上（権利擁護支援事業委託
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料名目） 
4. 特徴的な取り組み
 他自治体と異なる独自の工夫点

松田町社協は、他自治体と比べると圧倒的に小規模であるが、顧問弁護士の支援を受
けながら活動をすることで、少ない人員でも事業を行うことができるようにしている。 

 成果が出ている取り組み（数値的実績・評価）
令和７年２月には、松田町社協の顧問弁護士による終活講座を開催し、終活支援サー

ビスの普及活動を行った。60 名の参加があり、終活や死後事務についての関心の高さが
うかがえる。 

 市民の反応や利用者の声
ニーズと合致していなかったり、支援してもらえる親族が現れたりするなどして未だ

契約成立した事例は無いが、現在も契約準備中の事案があり、 着実に町民の関心も高ま
っているようである。 

5. 課題と対応策
 担当者から聞いた課題

・ 身元保証について。現在の事業内容には身元保証サービスが入っていない。実施
するには、職員体制の整備が必要になる。

・ 財源確保の課題。国のモデル事業が今年度限りで終了することで、次年度以降の
行政からの委託が不透明な状況にある。

・ 低所得者への対応。相談・契約に至らないのは預託金が払えないためか。生活保
護受給者への対応。

・ 対象外のニーズとの関わり。地域柄、不動産処分、空き家対策への関心が高い。
士業等専門職との連携。

・ 周知活動の充実。各種講座や地域包括の開催する教室等での紹介。
・ 預託金の取扱い。遺贈を希望された場合の対応。精算時に預託金が不足した場合

の対応。
 対応や工夫の具体例

・ 自宅を処分したいという相談に対しては、松田町社協立会いのもとで士業を紹介
し、問題解決に結びつけた。

6. 視察を通じての学び・所感
 印象に残った点

・ 松田町社協では主に権利擁護事業に関する内容について弁護士と顧問契約を締結
しているとのことで、本事業立ち上げについても、顧問弁護士に多くのアドバイ
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スを受けたそうである。
・ 松田町は奈良県内でいえば高市郡や、やや多めに見積もっても大淀町と同程度の

人口で、社協の常勤職員も５名と、他の終活支援事業を実施している自治体と比
較しても圧倒的に小規模である。松田町社協に白羽の矢が立ったのも、松田町社
協が令和２年から法人後見事業を行っていたことに加え、小規模団体のモデル的
役割を担う意味合いがあったようである。

・ 今後、実際のサービス開始を待つ状況ではあるが、現場としては顧問弁護士の助
けを借りながらであれば事業を行うことができる感触があるとのことで、顧問弁
護士への強い信頼が印象的であった。

 自治体への示唆（導入可能性、参考にすべき点、注意すべき点）
・ 松田町社協の事例は、奈良県内で特に小規模の自治体においては非常に参考にな
ると考えられ、他の専門職と連携し、専門的助言を受けることで、少ない人員をカ
バーすることが可能となる。

・ 一方で、松田町社協の終活支援サービスには身元保証サービスは現時点では含ま
れていないため、サービスの範囲や、職員体制など、別途検討する必要がある。

7. 添付資料
 配布資料一覧
 写真（必要に応じて）
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名古屋市視察報告書 

全体概要・まとめ 
・名古屋市では、終活支援サポート事業として、資力制限のある事業と制限のない事業の
２種類の事業を展開していた。両事業の内容の違いや、違いのある事業を併用することの
メリット・デメリットなど、奈良でも参考になると思われる。
・視察時点において資力制限のない事業（なごやかエンディングサポート事業）は、新規
受付を終了していたが、事業開始の経緯や事業内容等の詳細について説明を受けることが
でき、両制度を比較して検討することができた。

 視察先
1. 基本情報

 視察先自治体名：
名古屋市
面積 326.43 キロ㎡、人口 233 万 8873 人（高齢化率 25.5％）
※人口は令和７年 10 月 1 日、高齢化率は令和６年 10 月 1 日の資料

 担当部署・担当者名：
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
権利擁護推進部
次長 鈴木善史氏
主事 高須美貴氏

 視察日：
2025 年（令和 7 年）9 月 1 日(月)

 同行者
奈良市社会福祉協議会 井上啓子
奈良弁護士会 福本佳苗・大野邦明・河合大輔

2. 事業の概要

 事業名：
➀なごやかエンディングサポート事業（資力制限なし：自主事業）
②あんしんエンディングサポート事業（資力制限あり：委託事業）

 開始年度・終了年度：
➀なごやかエンディングサポート事業
・開始：令和 3 年 2 月～
・新規受付停止：令和 7 年 4 月 10 日
②あんしんエンディングサポート事業
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・開始：令和 4 年 10 月～
 目的・背景：

身よりのない方からの死後事務についての相談が増えてきたことから、社会福祉協
議会内で検討を重ね、死後委任事務を利用する形で身元保証のいらない支援を社協の
自主事業として、なごやかエンディングサポート事業（➀）がスタートした。
令和 3 年 2 月の運用開始から、件数が想定以上に伸びていき、その後も問い合わせ

が続いたことから令和 7 年 4 月より新規受付を終了している。
あんしんエンディングサポート事業（②）については、資力のない方を対象とし

て、名古屋市からの委託事業として、令和 4 年 10 月より事業を開始した。資力のな
い方でも支援を受けられるようコストダウンを図っており、受けられる支援について
パッケージで提供しており、➀事業と比べると選択の自由度は下がる。また、申込者
に条件を設けていることから、契約数は伸び悩んでいる。

 対象者：
➀なごやかエンディングサポート事業
⑴名古屋市内に居住する 65 歳以上の方（同居者がいる場合は、同居者全員が 65 歳
以上の方）
⑵明確な契約能力を有すること
⑶原則、直系卑属（子や孫など）がいないこと
⑷生活保護を受給していないこと
⑸預託金（葬儀・死亡後の債務の支払い及び残存家財処分等：業者見積額等）を納
められること
⑹原則、公正証書遺言により遺言執行者を定めていること
※資産条件がなく、同居者がいても利用可能など利用しやすい条件となっている

②あんしんエンディングサポート事業
⑴名古屋市内に居住する 65 歳以上で、一人暮らし、直系卑属（子や孫など）がい
ないこと（同居人や子・孫などに認知症や障害などの事情がある場合は対象となる
ことがある）
⑵明確な契約能力を有すること
⑶葬儀・納骨及び自宅の家財処分を行うことができる親族がいないこと
⑷生活保護を受給していないこと
⑸市民税非課税、かつ、預貯金 1000 万円以下で、不動産を所有していないこと
（現在居住している不動産などは除く）
※当初は 350 万円以下だったが、利用者が少なく、制限額を引き上げた。
⑹見守りサービスを受けることに同意すること
⑺契約時に預託金を一括で預託できること（葬儀・納骨の費用は一括納付、家財処
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分の費用は状況に応じ分割可能です） 
⑻原則、遺言（自筆証書遺言書保管制度の利用または公正証書遺言）により遺言執
行者を定めていること
※資産条件があり、一人暮らしかつ直系卑属がいないことが条件となっているた
め、利用者が絞られており、申込数が増えない要因となっている

 実施主体（市役所内課、社協委託、NPO 等）：
①なごやかエンディングサポート事業 名古屋市社会福祉協議会（自主事業）
②あんしんエンディングサポート事業 名古屋市（名古屋市社協に委託）

3. 事業内容の詳細

 主な支援・事業内容
➀ なごやかエンディングサポート事業
・預託金によるサービス
  葬儀、納骨等の実施、死亡後の債務の支払、死亡に伴う行政官庁等への各種届出、賃 

貸住宅の残存家財処分、明渡しに伴う諸手続き 
・見守り、安否確認サービス
  月１回の電話、６か月に１回の訪問による見守り及び安否確認 
・入退院時等支援サービス

入院時の貴重品等の預かり、入退院時の付添い、入院に必要な荷物準備、入退院時等 
の緊急連絡先指定及び緊急対応 

・費用等
  契約時費用 １万６５００円 
  年間利用料 １万１０００円 
  預託金   数十万～１００万円程度（本人の希望するサービス内容による） 
※本人の希望に合わせて柔軟にサービス内容を決めることができる点が特徴
・人員等
  2.5 人 
・利用状況
  初年度：相談 746 件、うち契約が 22 件 
  当初予算：1500 万 
② あんしんエンディングサポート事業
・預託金によるサービス
  葬儀、納骨の実施、賃貸住宅の家財処分、明渡しに伴う諸手続き 
・見守り、安否確認サービス
  月１回の電話、６か月に１回の訪問 
・死亡に伴う行政官庁等への届出等
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  医療保険証、介護保険証等の返却、年金事務所や公共料金の収受機関への死亡連絡 
・費用等
  葬儀、納骨 25 万円 
  家財処分  業者の見積額 
※サービスの選択の余地は少ないが、業者の選択は可能
・人員等
  4.5 人 
・利用状況
  初年度相談 468 件 うち契約 4 件 
  当初予算 4300 万円 
※令和 7 年 9 月時点では 29 件の契約

4. 特徴的な取り組み

 他自治体と異なる独自の工夫点
資力制限のある事業と資力制限のなく自由度の高い事業を併用していた点が特徴的。

資力のある人は自分の要望に合わせて細かく終活の準備ができるなごやかエンディング
サポート事業、資力のない人は自由度は下がるがコストダウンしたあんしんエンディン
グサポート事業を案内することで双方のニーズを満たすことができていた。

5. 課題と対応策

 担当者から聞いた課題
資力制限のないなごやかエンディングサポート事業は、申込が想定より増え開始３年

で新規申し込み受付を休止、その後新規受付を終了するに至った。一方、資力制限のあ
るあんしんエンディングサポート事業は、当初は資力制限を 350 万円以下としていた
が、申込者数が伸びず、制限額を 1000 万円以下と変更した。それでも、同居人がいな
いこと、直系卑属がいないことなどの利用条件があることから申込数は伸びていない。 

 対応や工夫の具体例
どちらの事業も、申込時に遺言書を作成していることを条件としている。円滑に終活
支援を進めるためには、遺言書を作成しておくことが望ましい。

  また、現在は担当者を少数とし、が専属で関わっているが、契約の性質上長い期間
の関わりとなるため、将来も安定して事業を遂行するためには今の形ままでは難しい
かもしれないという懸念がある。 

6. 視察を通じての学び・所感
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 印象に残った点
少数の担当者が限られた予算の中、熱意を持って取り組んでくれていることで成り立

っている事業だと感じた。しかし、長期間に渡り、多くの方に安心して利用してもらう
ためには、人員の確保、予算の獲得、そのための政治家、行政担当者、市民への丁寧な
説明を続けていく必要がある。 

 自自治体への示唆（導入可能性、参考にすべき点、注意すべき点）
・遺言書の作成を伴うことで、死後事務の必要費が不足した場合の補填や自治体及び社
協に対する遺贈もありうると思われる。
・名古屋市は人口的にも経済的にも大きな自治体であるため、予算やマンパワーの点で
の違いはある。奈良県内での導入にあたっては、社協職員の負担が過大にならないよう
に配慮する必要がある。

7. 添付資料

 なごやかエンディングサポート事業パンフレット
 なごやかエンディングサポート事業契約書
 あんしんエンディングサポート事業パンフレット
 あんしんエンディングサポート事業契約書
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死後の葬儀・納骨、家財処分などを支援します！

名古屋市 あんしん
エンディングサポート事業

名古屋市健康福祉局
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

●名古屋市社会福祉協議会は、社会福祉事業その他社会福祉を目的とする事業の健全
な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目
的とした、社会福祉法に位置付けられた組織です。

●社会福祉協議会は、全国、都道府県、市区町村にあり、名古屋市には、名古屋市
社会福祉協議会と、16区に各区社会福祉協議会があります。

ご相談等の連絡先

ご連絡先

受付時間

住　　所

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会　権利擁護推進部

電　　　話：０５２‐９１９‐５０１３
ファックス：０５２‐９１９‐７５８５

月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）　9時～17時

〒462-8558
　名古屋市北区清水四丁目17番1号　
　名古屋市総合社会福祉会館５階（北区総合庁舎内）

名古屋市社会福祉協議会
マスコットキャラクター「な～や」

名古屋市公式
マスコットキャラクター「はち丸」

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会とは？

N

北警察署

堀川（黒
川）

名城線黒川駅

地下鉄①出口

八王子中学校

国道41号線

名
古
屋
高
速
道
路

ミスタードーナツ

黒川バスターミナル

黒川スポーツ
トレーニングセンター

プレア黒川

ミスタードーナツ

黒川バスターミナル

黒川スポーツ
トレーニングセンター

プレア黒川

百五銀行

名古屋市総合社会福祉会館５階
（北区総合庁舎内）

黒
川
西

黒
川

北
警
察
署
南

北
区
役
所
南

黒
川
出
入
口

地下鉄名城線「黒川」駅下車
①番出口より徒歩13分

交通案内
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　あらかじめ預託金をお預かりし、本事業の利用者が亡くなったときに、葬儀・納骨
及び家財処分、行政官公庁等への届出などを行う事業です。名古屋市からの委託により、
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会（以下「本会」）が実施しています。

　契約時に以下の預託金を本会へお預けいただきます。契約者が亡くなったとき、
預託金をもとに葬儀・納骨、家財処分を実施します。

名古屋市あんしんエンディングサポート事業とは？ 利用（契約）までの流れは？

（１）名古屋市内に居住する65歳以上で一人暮らし、直系卑属（子・孫など）がいないこと
（同居人や子・孫などに認知症や障害などの事情がある場合は対象となることがあります）

（２）明確な契約能力を有すること
（３）葬儀・納骨及び自宅の家財処分を行うことができる親族がいないこと
（４）生活保護を受給していないこと
（５）市民税非課税、かつ、預貯金1,000万円以下で、不動産を所有していないこと（現

在居住している不動産などは除きます）
（６）見守りサービスを受けることに同意すること
（７）契約時に預託金を一括で預託できること（葬儀・納骨の費用は一括納付、家財処分

の費用は状況に応じ分割も可能です）
（８）原則、遺言（自筆証書遺言書保管制度注1の利用または公正証書遺言注2）により遺言

執行者注3を定めていること

　契約の時点で次の条件をすべて満たす方が本事業の対象となります。

利用できる対象は？

預託金とは？

サービス内容は？

●生前の見守り・安否確認サービス

●死亡に伴う行政官庁への届出
●公共料金の収受機関等への連絡

●葬儀・納骨の実施
●賃貸住宅の家財処分・

明渡しに伴う諸手続き

・月１回の電話、６か月に１回の自宅への訪問による
見守りを行います

・葬儀社が遺体を引取り、火葬場で火葬した後、指定の
納骨先に納骨します

・残存家財を家財処分業者が処分します
・賃貸住宅の明渡しに伴う諸手続きを行います

・医療保険証、介護保険証等の返却、年金事務所や公共
料金の収受機関への死亡連絡などを行います

面談の予約
　本会へご連絡ください。面談の日程を調整させていただき
ます。（連絡先及び場所は裏面参照）

面　談
　あらかじめ予約した日時に本会へお越しください。
※面談は、数回行う場合があります。

家財処分の見積

　家財処分業者と本会職員が自宅へ訪問し、家財処分の見
積をします。
※自宅が賃貸住宅の場合のみ実施します
※自宅が所有物件の場合、死後の残存家財処分は、原則、
遺言執行者や相続人が実施することになります。

申込み
　申込みには、申込書、住民票、戸籍全部事項証明書
（戸籍謄本）、預金通帳のコピー等をご提出いただきます。

審　査
　相談者と本会が本事業の契約を結ぶにあたり、本会が
設置する審査会による審査があります。

遺言書の作成

　自筆で遺言書を作成し、遺言の中で遺言執行者注3を定め
た上で「自筆証書遺言書保管制度」注1をご利用いただきます。
※マイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書及び保管
申請手数料等が必要です。
なお、不動産を所有している場合等は、公正証書遺言注2

の作成が必要です。（公証役場へ支払う手数料が必要）

契　約 相談者と本会が本事業の契約を結びます。

（審査が通った場合）

（目安）

１
週
間
〜
１
か
月

１
か
月
〜
６
か
月

・本事業の協力葬儀社の中からお選びいただきます。
・葬儀社が遺体を引取り火葬場で火葬した後、指定の
納骨・合祀先に納骨します。

・本事業の協力家財処分業者の中からお選びいただきます。

25万円※

業者の見積額

葬儀・納骨

家財処分
※自宅が賃貸住宅の場合

※個別の事情等により、指定の納骨・合祀先への納骨を行わない場合、納骨の方法により金額の増減があります。

預託金の内容 金　額 備　　考

注１　自筆証書遺言書保管制度とは、自筆の遺言書を法務局（遺言書保管所）に預ける制度です。
注２　公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の
　　　真意を正確に文章にまとめ作成するものです。
注３　遺言執行者とは、遺言の内容を実行する人です。未成年者及び破産者は遺言執行者にはなれません。
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愛知県岡崎市視察報告書 

全体概要・まとめ 

 視察先①
1. 基本情報

 視察先自治体名：
愛知県岡崎市

 担当部署・担当者名：
岡崎市福祉部ふくし相談課 主査 早川小まり、同 主査 浅野拓也

 視察日：
２０２５年９月１日

 同行者：
奈良弁護士会：福本佳苗、河合大輔、大野邦明
奈良市社会福祉協議会：井上啓子

2. 事業の概要

 事業名：
終活応援事業、持続可能な権利擁護支援モデル事業、岡崎版住まい支援システム、

 開始年度：
令和６年度

 目的・背景：
終末期に転居や入院・入所をする際、本人や支援者が居住支援や見守り・生活支援、
終活に関するサービスの提供事業者の情報把握が困難な状況にある。市に相談に来る
高齢者等に対して、入居支援、生活支援、財産管理、本人死亡時の対応などのサービ
スに、包括的につなげる体制構築が求められている。ワンストップサービスに寄与す
るようなサービス提供体制の構築を目指したいと考え事業を開始。

 対象者：
岡崎市民

 実施主体（市役所内課、社協委託、NPO 等）：
岡崎市、岡崎市成年後見支援センター（委託先）、民間事業者（市と協定を締結）

3. 事業内容の詳細

 主な支援・事業内容
（例：エンディングノート普及、相談窓口、講座・イベント、専門職との連携など）

・民間サービス情報の提供
市と民間事業者が協定を締結し、市民に対し、終活支援のための民間サービスの情
報提供し、相談に応じる。契約は、事業者と契約者本人との間で結ばれるものであ
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り、岡崎市、成年後見支援センターや地域包括支援センター等の相談機関が契約内容
等について保障するものではない。 

・死後事務登録制度
協定事業者と死後事務を契約された場合、市へ登録すると、市が死亡時の連絡とり履
行確認を行う。

・岡崎市成年後見支援センターに「コーディネーター」を配置。
終活応援事業、成年後見制度、日常生活支援事業のほか、福祉サービスの利用など、
本人の状況や希望にあわせて案内。

 実施体制（職員数、配置、協力団体）
岡崎市、後見支援センター（地域包括支援センターや相談支援事業所との連携）、公
民連携事業者（高齢者等終身サポート事業者）等
終活応援事業の相談対応者は成年後見支援センター（岡崎市社会福祉協議会）の常勤
職員６人

 利用状況（相談件数、参加者数、利用者層）
終活応援事業は新規相談人数 18 人、死後事務契約情報登録人数 0 人

 財源（市費、国県補助金、他）
終活応援事業の岡崎市予算は 2,856 千円（令和 6 年度）
利用者負担なし

4. 特徴的な取り組み

 他自治体と異なる独自の工夫点
民間事業者の活用

 成果が出ている取り組み（数値的実績・評価）
--

 市民の反応や利用者の声
--

5. 課題と対応策

 担当者から聞いた課題
人手や予算が足りない。愛知は入院時等に保証人を求める文化が根強い。

 対応や工夫の具体例
地域の民間等のネット―ワークの活用

6. 視察を通じての学び・所感

 印象に残った点
以前から高齢者の住まいや生活支援について、民間事業者を交えて、取組み、意見交
換等を実施していた。このような取組みが事業の促進に繋がった。民間事業者との連
携が印象的である。

 自治体への示唆（導入可能性、参考にすべき点、注意すべき点）
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  民間事業者の活用・連携は示唆に富んでいる。 
7. 添付資料

 配布資料一覧
・パワポ資料「終活に関する取り組み、「愛知県岡崎市「終活応援事業」」
・冊子「ずっと安心！終活応援事業」、「わたしの終活便利帳」、「空き家ガイドブッ
ク」、「私の終活ノート」
・ポスター「おかざきゴールデンシニア人生ゲーム」

 写真（必要に応じて）
以上
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枚方市社会福祉協議会視察報告書 

全体概要・まとめ 

令和 6年 10 月から事業を開始し、相談件数及び実契約件数ともに徐々に増えてきてい

る。特に、実施主体が市・社会福祉協議会という公的団体であることから本事業に対する

市民の期待は大きく、資産要件をオーバーする相談もあるとのこと。職員数は 2名と少数

ながら、うち 1名は行政書士資格を持ち、かつ不動産実務の経験もある相談員が務めるな

ど、実際に通じたノウハウがあることでスムーズに事業を進められていると思われる。 

人員配置については、予算とセットで検討が必要だが、大阪府独自の部分もあり、現在

の予算及び将来の件数増加に備えた予算確保が必須だと思われる。 

現状では、件数も少なく、緊急対応なども少ないが、今後の利用件数の増加及び緊急

時・夜間対応の増加に伴って、予算増が必要である。予算確保にあたっては、長期の事業

継続を見据えた計画・立案が必要だと思われる。 

 視察先①

1. 基本情報

 視察先自治体名：

枚方市

(面積：65.12キロ㎡、人口 39万 2736 人、65歳以上人口 11万 4220 人)

 担当部署・担当者名：

枚方市社会福祉協議会生活支援課課長・天川氏、係長・延原氏

枚方市社会福祉協議会縁ディングサポート事業相談員行政書士・越中氏

 視察日：

2025年 10月 5日(月)

 同行者：

弁護士会：佐々木育子、畠山貴之、太田善久

奈良市福祉部福祉政策課・津田佑樹、奈良市社会福祉協議会・嶋崎隆司、井上啓子、

行政書士・山口まゆみ

2. 事業の概要

 事業名：

縁ディングサポート事業

※「あなたとのご縁を最期まで大切に」と言う気持ちで名付けたとのこと。

 開始年度：

令和６年度(検討開始：令和 6年 5月、取組開始：令和 6年 10月)

 目的・背景：

令和 4年ごろから市議会で死後事務の話が出ていたが、予算もない状態で、令和
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6年に国で新たな権利擁護事業に関するモデル事業の情報があり、市の福祉部長

から勧められ、募集期限後ではあるが手をあげた経緯がある。 

 対象者：

以下の７つの要件を満たす者が対象

① 枚方市内に居住している、65歳以上の単身世帯で、支援可能な親族がいない方

（同居人や子・孫等に認知症や障害などの事情がある場合は要相談) 

② 契約内容を十分に理解し、利用を希望される方

③ 市民税非課税世帯もしくは税等を引いた月収額が 16万円以下の方

④ 預貯金の合計額が 500 万円以下の方

⑤ 不動産を所有していない方（ただし、現在居住する自分名義の不動産は除く）

⑥ 生活保護を受給していない者

⑦ 4つのサービスをすべて受けることに同意いただける方

※なお、令和 7年 4月 1日より、

・月収 16万円以下の方、

・自分名義の不動産を所有している方（自分自身が現に居住している不動産に限

る。）が対象として拡充された。1 

 実施主体（市役所内課、社協委託、NPO 等）：

枚方市社会福祉協議会

3. 事業内容の詳細

 主な支援・事業内容

次の４つが事業内容

① 終活情報登録サービス

「もしもの時」に、必要な情報（本籍地、緊急連絡先、通院先や服薬内容・アレルギ

ー等、リビングウィルの保管場所、エンディングノートの保管場所、遺言書の保管場

所等）を必要な人に伝えられるよう情報を登録し、いざという時にご本人に代わって

返答する。 

※持ち運び可能な保険証サイズの「終活情報登録サービス登録証」のカードを交付し

携帯してもらうことで、この事業への登録の有無が分かるようになっている。 

② 見守り・安否確認サービス

定期的に電話連絡やご自宅に訪問をすることで、見守りを行う。 

③ 入退院時等支援サービス

入退院の手続きが発生した場合の付き添いや、入退院時の支払い代行手続き等を行

1 https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000051835.html 
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う。 

④ 預託金によるサービス

契約時に預託金を預けていただくことで、入退院時の支払い代行やご本人が亡くな

ったときの葬儀、納骨、 行政への手続き、家財処分等を行う。 

※死後事務については必ず遺言書を作成してもらうことにしている（公正証書遺言ま

たは自筆証書で法務省の保管サービスを利用）。遺言執行者は必須としている。遺言

執行者については、社協は引き受けておらず、紛争性が高いと弁護士に、それ以外は

司法書士や行政書士、あと特定の知人に頼むとした事案もある。 

※なお、緊急連絡用の携帯電話を 24時間社会福祉協議会職員が持ち回りで携帯して

いるとのこと。これが負担なので、将来的には夜間・休日はコールセンターの利用も

考えたい。 

利用者負担(目安) 

・入退院時支援サービス 1回 1,000 円～

・入退院時の支払用委託金 20万円

・葬儀納骨等預託金 30万円

・賃貸住宅の家財処分明け渡し等預託金見積額

※預託金は一括払いが前提だが、1人だけ分割（2年間）の人がいる。将来的には少

額保険方式も検討している。また預託金が不足してきたら、再預託もお願いすること

になる。 

 実施体制（職員数、配置、協力団体）

枚方市社会福祉協議会 常勤２名(うち一人は係長兼務。0.2人分)

うち１名は、行政書士でコスモス成年後見サポートセンターから紹介を受けて所属、

その他不動産に関する実務経験も有しているとのこと。

 利用状況（相談件数、参加者数、利用者層）

① 令和 6年 10 月事業開始～令和 7年 3月末まで

新規相談件数 137件（実人数 63人）、新規契約件数 1件

② 令和 6年 10 月事業開始～9月末までの間

新規相談件数 206件（実人数 81人）、新規契約者数 6件（男性 3人、女性 3人）

 契約者数の内訳(70 代 2名、80代 3名、90代 1名) 

  なお、もう 1人、審査は通ったが、預託金が支払えずに断念した方もいる。 

  65 歳以上人口が 11万人を超える中で、件数としては、少なめとのこと。 

  一か月あたりの平均相談件数は約 30件あるが、要件を満たさず対象外となる相談も

多いとのこと。 
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 財源（市費、国県補助金、他）

令和 6年度 予算 440万 4000円

令和 7年度 予算 652万 6000円（事業費 90万円、人件費 562万 6000 円）

4. 特徴的な取り組み

 他自治体と異なる独自の工夫点

死後事務などの契約行為があることから、行政書士資格を持つ相談員のノウハウは強

みだと考えられる。

 成果が出ている取り組み（数値的実績・評価）

相談件数は、毎月一定数かつ増加しており、ニーズの大きさを感じさせるものであ

る。

 市民の反応や利用者の声

・本事業を利用したきっかけは？

「20年以上前に離婚し、子ども二人とは絶縁状態。友人はいるが死後の手続きはさす

がに頼むことができず気がかりでした。自分自身でも終活をしていましたが、限界を

感じていたときに、民生委員さんから本事業の紹介を受け、社協の職員さんに相談し

たところ、すべての不安が解決されました」 

・心境の変化はありましたか？

今では肩の荷が下りて、あとは楽しく余生を過ごそうと思っています。いつも２時間

かけて食事を作り、そして２時間かけてお酒とともにそれを食す。不安が解消された

今がマジで幸せ。」(いずれも令和 7年 9月『ひらかた社協だより』より) 

5. 課題と対応策

 担当者から聞いた課題

件数が伸びた際の対応や夜間緊急時の対応、特に、現時点では、契約件数が少なくま

た緊急対応が必要な案件も少ないが、今後、入退院や死亡などの発生時の対応は大変

だと感じた。

想定利用人数としては、現在のマンパワーを考えると、20名程度を考えている。ニー

ズとしてはもっとあると思うが、あとは予算をどれだけ確保できるかによる。

 対応や工夫の具体例

相談員のうち、行政書士が常駐しており、フットワーク軽く相談者の対応にあたって

いる。

日常生活自立支援事業や成年後見制度の利用者は原則として利用できない。そもそも

契約内容の理解が不十分で、あとで契約能力があったか争いになることを防ぐため。

但し、ニーズがあることは理解しているので、推定相続人とのトラブルがないと考え
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られる場合など、個別に判断する必要性は感じている。 

死後事務の支援については、顧問弁護士とも相談して、契約時に相続人との関係をし

っかり聞くようにしている（なぜ疎遠なのか）。また直葬だと、関係のある人にはび

っくりされるので、参列者がいるような場合は、お別れ会にしたらどうか等も提案し

ている。残された人へのメッセージも預かっている。 

遺言の受遺者については、枚方市や枚方市社協への遺贈は断っている。利益相反の問

題もあり、紛争になるリスクがあるため。 

 要件を満たさない人（500 万円以上預金（有価証券等も含む）がある人や自宅以外の

不動産のある人）の対応

この事業を利用したい人は多いが、いまの要件を全て満たせる人が少ない。そういっ

た方々の支援をどこにお願いするかに課題を感じている。個別の専門職や高齢者等サ

ポート事業者は紹介しておらず、弁護士会や司法書士会といった団体しか紹介してい

ないが、要件のうち、預貯金等 500万円を超過する方も、民間のサービスには不安が

あり、市や社協にお願いしたいという相談も一定数ある。

6. 視察を通じての学び・所感

 印象に残った点

大阪府と奈良県の予算体制には大きな違いがあるように感じた。

専門職との連携については、奈良県が一歩先んじているように感じたが、事業内に行

政書士が専門職として配置されており、身近に相談できる利点は大きいように思う。

また、終活情報の登録から遺言に至るまでに丁寧な聞き取りや信頼関係の構築をする

必要もあり、申し込みから契約の始動まで一定の期間と手間ひまが必要だと感じた。

 自治体への示唆（導入可能性、参考にすべき点、注意すべき点）

一にも二にも予算獲得・設定・配分を将来の持続可能性を見据えて検討することが必要

だと感じた。予算設定にあたっては、当初想定件数・増加した際の件数などの目標設定

をすべきだと感じた。事業当初は、事業に関する業務も少なく、予算に余裕があって

も、事業開始から時間がたつごとに、件数及びサポート事業の業務不可(入退院業務、

死後事務の増加)も見込まれるため、予算増加を見越した当初予算設定が必要だと思わ

れる。 

  受託団体の業務負荷が増える一方で、予算が追い付かないということになると、既存

業務の業務遂行にも支障をきたすと思われる。 

  厚労省は、現在の日常生活自立支援事業に加えて、入院時の支援や死後事務支援をサ

ービスに追加する「新・日常生活自立支援事業」を始めると言うが、予算をどれだけ継

続的に確保できるのかを考えなければ、どの団体も引き受けられないのではないか。 
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また、事業に伴い遺言の作成は必須と思われるが、この点での、自治体と外部専門家

の連携が望ましいと思われる。 

7. 添付資料

 配布資料一覧

枚方市縁ディングサポート事業チラシ 2

枚方市縁ディングサポート事業パンフレット 3

 写真（必要に応じて）

2 https://www.hirakata-shakyo.net/wp-
content/uploads/2025/03/%EF%BC%A0%E6%9E%9A%E6%96%B9%E7%A4%BE%E5%8D%94%E7%B8%81%E3
%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83
%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf 
3 https://www.hirakata-shakyo.net/wp-
content/uploads/2025/03/%EF%BC%A0%E6%9E%9A%E6%96%B9%E7%A4%BE%E5%8D%94%E7%B8%81%E3
%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83
%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf 
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https://www.hirakata-shakyo.net/wp-content/uploads/2025/03/%EF%BC%A0%E6%9E%9A%E6%96%B9%E7%A4%BE%E5%8D%94%E7%B8%81%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf
https://www.hirakata-shakyo.net/wp-content/uploads/2025/03/%EF%BC%A0%E6%9E%9A%E6%96%B9%E7%A4%BE%E5%8D%94%E7%B8%81%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf
https://www.hirakata-shakyo.net/wp-content/uploads/2025/03/%EF%BC%A0%E6%9E%9A%E6%96%B9%E7%A4%BE%E5%8D%94%E7%B8%81%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf
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京都市視察報告書 

全体概要・まとめ 
・京都市では、一括の預託金方式により、葬儀社・利用者・社会福祉協議会の三者で死後
事務委任契約を締結し、身寄りのない低所得の単身高齢者が亡くなった際の葬祭執行や残
置物処分を行う事業を行っている。葬祭執行がマストで残置物処分はオプションである
が，両者のみに的を絞った事業となっている。
・対象者の要件についても、本事業を開始した 2021年（令和元年）当初は、「75歳以
上・賃貸住宅入居者・預貯金 120 万円以下」としていたが、現在では、「65 歳以上・現に
居住する持ち家所有は可・預貯金 350 万円以下」と徐々に対象を広げており、要件の拡大
とともに問い合わせも増えている。
・奈良県での制度作りにあたり、本市での事業範囲・対象者の要件の設定方法は、大いに
参考になると思われる。また、残置物処分・葬祭執行にとどまらず、広く死後事務委任契
約や遺言書作成などにも事業領域を広げる際には、同事業に精通した法律専門家との連携
も必須だと思われた。

 視察先①
1. 基本情報
 視察先自治体名：

京都市
面積 827.9 キロ㎡、人口 143 万 7377 人（高齢者人口 40万 8761 人高齢化率 28.4％）

 担当部署・担当者名：
京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
在宅支援係長村石佑介、高桒迪子
京都市社会福祉協議会・相談部長鈴木祐樹

 視察日：
2025年（令和 7年）10 月 28 日(火)

 同行者
奈良市社会福祉協議会 井上啓子氏
奈良弁護士会 坪田園子・板野陽一・一ノ瀬健伍・太田善久

2. 事業の概要
 事業名：

京都市単身高齢者万一あんしんサービス 1

1 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000325247.html 
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 開始年度：
・検討開始時期：2018年（平成 30 年）度
・取組開始時期：2019年（令和元年）12 月～2

 目的・背景：
2014年（平成 26 年）度から、単身高齢者の住み替えを支援する住まい生活支援の

モデル事業を始めた。モデル事業の中で身寄りのない低所得の高齢者がお亡くなりに
なった後の葬祭執行や残置物処分の問題があること，これらに対して高齢者ご自身が
不安を抱えていること、これを放置すると家主や地域の方々にリスクが生じること、
等が明らかになった。これらの問題を踏まえ、公的団体が相談窓口となって、低所得
高齢者のための万一の備えを講じる仕組みを整えることで、利用者はもとより、家主
あるいは地域の安心確保につなげていけるのではないかと考え、2019 年（令和元年）
12 月から本事業を開始した。
京都市では、国の「持続可能な権利擁護支援モデル事業」の開始前から本事業を展

開していたが、身寄りのない単身高齢者の問題が社会課題化していることを受け、国
も上記モデル事業を開始することに伴い、当該モデルの申込に至った。 

 対象者：
主な対象者像としては、「子どもや頼れる親族のいない単身の低所得高齢者」を想

定している。そして、本事業を利用するためには、以下の(1)から(10)の要件のすべて
を満たす必要がある。
(1) 京都市内に住民票があり、居住している
(2) 6 5 歳以上
(3) ひとり暮らし
(4) 契約能力がある（日常生活自立支援事業や成年後見制度の利用者は対象外）
(5) 子どもや頼れる親族がいない
(6) 低所得者（市民税非課税・不動産非所有（現に居住している場合を除く）・預貯

金 350 万円以下）
(7) 生活保護を受給していない
(8) 契約時、預託金を一括して預けることができる
(9) 契約後、市社協職員による安否確認（電話や訪問）に応じることができる
(10)市社協が交付する利用者カードを活用することができる

※(4)について：契約後、本人に成年後見が開始された場合は、当該契約は終了とな  
る 

2 https://www.mhlw.go.jp/content/001474411.pdf 
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※⑹について：以前は、賃貸住宅入居者に限定していたが、令和７年４月１日より持
ち家にお住まいの方と預貯金の上限額を 240 万円から 350 万円に引き上げた。これ
により問い合わせ数も増えたとのこと。

※⑺について：生活保護受給者には葬祭扶助があることや件数を考慮した結果であ
る。

※⑻について：保険料または預託金分割方式とすると，滞納管理なども必要となり事
務負担が増えることも考慮した。

 実施主体（市役所内課、社協委託、NPO 等）：
京都市、京都市社会福祉協議会（委託先）

3. 事業内容の詳細
 主な支援・事業内容

（例：エンディングノート普及、相談窓口、講座・イベント、専門職との連携など）
・ 葬儀社、利用者及び市社協の三者で死後事務委任契約を結び、利用者の生前は、
市社協が電話や訪問等により利用者の生活状況や健康状態を確認する。必要があれ
ば、市社協が介護サービスや成年後見制度等の支援につなぐ。

・ 利用者が亡くなられた後、葬儀社が利用者の葬儀や納骨、残置物処分を行い、市
社協が契約内容の履行を確認した後、葬儀社に預託金を支払う。

・ 利用者は、葬儀・納骨費用として 25 万円、残置物処分を希望される場合は業者
見積額を加えた預託金を、契約時に一括して預託する。

・ 生前利用者から預かった費用により、利用者の死後、葬儀や納骨、家財等の処分
を行う事業のみであり、遺言作成は行っていない。

 実施体制（職員数、配置、協力団体）
６名(但し、成年後見支援センター・法人後見・中核機関等との兼務)

 利用状況（相談件数、参加者数、利用者層）
年度・件数 R3 R4 R5 R６ R7(9 月末) 
利用 130 145 223 270 277 
新規契約 3 3 5 7 2 
終了・解約 2 1 3 0 2 
年度末件数 7 9 11 18 18 
※令和 7年度の想定件数は、相談件数で約 550 件、契約件数で 28 件とのこと
なお、終了８件のうち、死亡によるものは４件。その他は、成年後見制度への移行、
生活保護受給開始、本人からの申し出など。
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 財源（市費、国県補助金、他）
市が、令和 7年度予算額として、500 万円を計上している。
※ 厚生労働省の補助金（持続可能な権利擁護支援モデル事業・身寄りのない人等に
対する市町村が関与した新たな生活支援（金銭管理等）・意思決定支援に関する取
組）を活用している。
１自治体あたり 5,000千円が補助基準額で、補助率は 3/4。 

4. 特徴的な取り組み
 他自治体と異なる独自の工夫点

・ 他の自治体では、預託金以外の利用料なども徴収している場合があるが、本市で
は、預託金以外の利用料等は徴収していない。

 成果が出ている取り組み（数値的実績・評価）
・ 前記の対象者の拡大に伴い、問い合わせ数が増加している。また、市報などの物
理的紙媒体を利用した広報も行っている。

 市民の反応や利用者の声
・ 預託金を預託することで安心される高齢者の方が多いという印象だった。

5. 課題と対応策
 担当者から聞いた課題

・ 身寄りのない高齢者が増加すればするほど、事業の採算や予算の確保、サービス
提供等にあたる人員不足が懸念される。

・ 予期せぬ遺留金品が発見された場合の取扱いや、特に持ち家居住時など戸籍法第
87 条第 1項及び第 2 項に規定する者がいない場合の死亡届出者の取扱いに不安があ
る。

・ 今後、利用者の要件を緩和した場合には、民業圧迫が懸念される。
・ 預貯金額や金融機関口座の所有数、その他金融資産や不動産の有無等の情報は自
己申告以外に確認する術がない。

・ 相続手続未了等により利用者名義でない不動産に居住している場合、家財処分す
る際、他人物を無断で処分することになるのではないか，という問題が生じる。

・ ペットのいる方が亡くなった場合、ペットの引取先の調整が課題である。
・ 持ち家利用者が帰来予定のない入院や入所をした場合に、継続利用を希望しても
解約となってしまう。

・ 利用者の増加に伴い、安否確認も広範囲になってきているため、人員体制の確保

<関西>14 / 18

【全】41 / 78 ページ



がさらに今後の課題となる。 
・他の自治体が取り組んでいる身元保証・入退院時の付き添い等は、マンパワーとの
兼ね合いもあり行っていない。

 対応や工夫の具体例
・ 残置物の処分費用は、処分業者との契約時での家財量で見積もりを行い、その
後、安否確認をする中で家財の増減を把握した場合には、再見積もりを行うように
している。

・見積もりの際には、職員も立ち会い、家財等について、渡したい相手がいないか等
本人の希望も確認している。

・家財処分時にこれまでに確認されていなかった通帳が見つかった場合には、表紙の
コピーを取り、10 年間保存している。

・ 安否確認（電話、訪問）として、月に 1度の訪問と月に 1・2回の電話を通常と
している。それこそが、本事業の肝である。

・ 本事業を実施する中での困った事例として、葬儀会社から、預託金 25 万円では
難しいと言われたこともあった。しかし、市として別途対応しないことになってい
たため、葬儀会社には預託金の範囲内で対応してもらったことがある。

6. 視察を通じての学び・所感
 印象に残った点

・ 京都市の事業は、対象者・対象事業を絞っている点が大きな特徴である。他職種
との連携先としては、本件契約に際しての審査会に係る審査委員として、弁護士・
社会福祉士・認定看護師・認知症家族の会・基幹相談支援センター職員ほかがあげ
られるとのことだった。

・ 担当者によれば、これまでの現状で死後事務におけるトラブルで弁護士に相談し
たことはないとのことだった。しかし、今後、残置物に高額なものが含まれていた
場合や、相続人との間の意見の相違が生じた場合、持ち家要件の拡大に伴い賃貸で
はない物件や相続手続未了の物件での処理が必要となった場合には、新たな対応が
必要な場面も生じるように感じた。

 自自治体への示唆（導入可能性、参考にすべき点、注意すべき点）
・ 事業開始時の対象事業及び対象者の選定とこれに対応する法的トラブルの手当て
には違いが生じると思われる。

・ 予算との兼ね合いもあり、当初は、限られた予算の範囲で事業を施行してみて、
徐々に事業範囲・対象者を広げていくことも一つの方策であると思われる。

・ 事業領域を広げる場合、単なる賃貸物件の残置物処分にとどまらず、遺留品・動
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産及び不動産を含む相続手続との関係でも法的問題が生じてくる可能性がある。そ
のため、弁護士・司法書士・行政書士などの司法関係者との連携の必要性が増す、
と考えられる。 

7. 添付資料
 配布資料一覧
 写真（必要に応じて）
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　生前、利用者からお預かりした費用により、利用者の死後、葬儀や納骨、
家財等の処分を行う事業です。
※ 事業による支援は、京都市からの委託により、京都市社会福祉協議会が実施します。

【お問合せ先】京都市社会福祉協議会　京都市長寿すこやかセンター
電話／075-354-8741　　ファックス／075-354-8742

〒600-8127　京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83-1「ひと・まち交流館　京都」
受付時間　月曜日～土曜日：午前９時～午後９時　　日曜日・祝日：午前９時～午後４時３０分

※ 毎月第３火曜日（祝日の場合は翌日）及び年末年始は休み

１.事業対象者
○ この事業を利用するには、以下の要件のすべてを満たす必要があります。

① 京都市内在住
② ６５歳以上
③ ひとり暮らし
④ 契約能力がある

※ 日常生活自立支援事業や成年後見制度の利用者は対象外
⑤ 子どもや頼れる親族がいない
⑥ 低所得者（市民税非課税・不動産非所有・預貯金２４０万円以下）
⑦ 賃貸住宅（公営住宅を含む）入居者
⑧ 生活保護を受給していない
⑨ 契約時、預託金を一括して預けることができる
⑩ 契約後、京都市社会福祉協議会職員による安否確認（電話や訪問）

を受けることができる

２.預託金
○ 契約の際、京都市社会福祉協議会にお預けいただきます。

京都市 　　　　　万一あんしんサービス
これからも安心して生活していただくためにこれからも安心して生活していただくために

単身高齢者単身高齢者京都市 　　　　　万一あんしんサービス
これからも安心して生活していただくためにこれからも安心して生活していただくために

単身高齢者単身高齢者

内　　容

葬儀・納骨費用

残置物処分費用

金　　額

25万円

見積額による

備 考
① 利用者全員を対象とします。
② 葬儀社が管理するホールにご遺体を安置した

後、京都市中央斎場で火葬し、京都市深草墓園
に納骨します。（原則）

③ 通夜や告別式は行いません。

① 利用者のうち、希望者のみを対象とします。
② 残された家財等は、すべて専門業者により処分

します。

子どもはいませんが、兄弟姉妹はいます。しかし、高齢で
あったり、遠方に住んでいる等により頼ることができません。

ご事情により、事業を利用していただける場合もあります。

健康状態に変化があり、入院や施設入所する
ことになりました。

利用者が事業の利用を希望する限り、契約は継続します。

生活費が不足するので、預託金の一部のみ返還して
　　 ください。

預託金の一部のみ返還することはできません。この場合は、
契約は解約し、お預かりした預託金を全額返還します。

安否確認はどのようにして行いますか。
京都市社会福祉協議会の職員が、電話やご自宅への訪問等に
より行います。なお、安否確認の際、利用者の生活状況や健
康状態に変化があった場合には、介護サービスや成年後見制
度等を利用できるよう、支援させていただきます。

契約後、残置物処分に関する契約を追加することは
できますか。

できます。その場合は、改めて処分費用の見積りを行い、見積
額に応じた預託金をお預けいただきます。

契約中、いつでも解約できますか。

できます。契約を解約した場合には、お預かりした預託金を全
額返還します。

質問
5

質問
6

質問
７

質問
８

質問
９

質問
10

回 答

回 答

回 答

回 答

回 答

回 答
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７.事業利用に必要な書類
○ 以下の書類をご提出いただきます。

８.質問と答え
契約後に京都市外に転居した場合は、
この事業の利用を続けることはできますか。

できません。京都市外に転居した場合には契約は
解除とし、お預かりした預託金を全額返還します。

判断能力があることは、どのようにして確認しますか。
職員が面接を通じて確認します。診断書等、医師の証明は
いりません。
なお、判断能力について疑義がある場合には、京都市社会
福祉協議会が設ける契約締結審査会において契約の可否を
審査します。

契約後、判断能力が低下しました。
判断能力が低下し、成年後見制度を利用することになった場
合には契約は解約とし、お預かりした預託金を全額返還しま
す。ただし、同様の場合で、日常生活自立支援事業を利用する
ことになった場合には、契約は継続します。

子どもがいないことを、どのようにして明らかにすればよいですか。

ご提出いただく戸籍謄本及び除籍謄本にて確認させていただ
きます。

３.利用契約
○ 提示する葬儀社リストから、利用者が１社選択していただきます。

○ 葬儀社・利用者・京都市社会福祉協議会で契約（三者契約）を結びます。

○ 成年後見制度の利用等により契約を解約する場合には、預託金は全額返還します。

４.安否確認
○ 京都市社会福祉協議会の職員が、定期的に、電話や訪問等により、利用者の生活

状況や健康状態を確認します。

○ 必要があれば、介護サービスや成年後見制度等の支援におつなぎします。

５.急変したとき
○ 京都市社会福祉協議会（平日の日中）と契約した葬儀社（平日の日中以外、土日祝

を含む）が緊急連絡を受け付けます。

○ 利用者からリビングウィル等をお預かりしている場合には、医療機関等関係者に

対して開示させていただきます。

　６.亡くなったとき
○ 契約に基づき、葬儀社が葬儀と納骨を行います。

○ 残置物処分の契約を結んでいる場合には、葬儀社が家財等を処分します。

○ 京都市社会福祉協議会は、契約内容の履行を確認した後、葬儀社に対して、利用

者からお預かりしたお金（預託金）を支払います。

利用者カード利用者カード
　意識不明になったときに医療機関等から連絡を受け付けることが
できるよう、京都市社会福祉協議会と契約する葬儀社の連絡先を記
載した利用者カードを発行します。
利用者は、常に、このカードを携帯してください。

① 申込書　　② 誕生してから現在までの戸籍　　③ 住民票
④ 介護保険料納入（変更）通知書兼特別徴収開始（停止）通知書
⑤ 健康保険被保険者証 又は 後期高齢者医療被保険者証
⑥ 居住不動産の賃貸借契約書コピー　　⑦ 誓約書　　⑧ 契約書

質問
１

質問
2

質問
3

質問
4

回 答

回 答

回 答

回 答
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福岡市視察報告書 

全体概要・まとめ 
福岡市社会福祉協議会は、死後事務委任を軸として高齢者の生活の様々な局面（居住、入
院、金銭管理等）に対する意思決定支援を行っている。平成２３年に預託金方式による死
後事務委任事業を開始した。その後も保険形式の死後事務委任、生命保険信託による親な
き後の支援事業といった事業を開発し、高齢者の抱える問題に取り組んでいる。平成３１
年以降は終活サポートセンターという相談窓口を設け、専門家を含む相談員が相談に応
じ、あるいは終活出前講義を行っている。予算も市の補助金を確保しているほか、事業収
入もある。奈良県の市町村においても、非常に参考になる取り組みである。 

 視察先①
1. 基本情報

 視察先自治体名：福岡市社会福祉協議会
 担当部署・担当者名：吉田時成氏（終活サポートセンター所長）、力久祐理子氏（主

任）
 視察日：令和７年１０月２０日
 同行者：佐々木育子、射場守夫、福本佳苗、上﨑智代、畠山貴之、阪本康祐、伊﨑翔

2. 事業の概要

 事業名： ずーっとあんしん安らか事業／やすらかパック事業／親なき後支援事業
 開始年度： 平成２３年／平成２９年／令和５年
 目的・背景：以前から居住支援に取り組んできたが、その中で死後事務委任契約を軸

とした終活支援の必要性を感じるようになった。そこで、平成２３年に預託金方式の
ずーっとあんしん安らか事業を開始した。その後、預託金が積めない人のために保険
形式のやすらかパック事業を開始した。令和５年からは生命保険信託形式の親なき後
支援事業を開始している。
それらの事業の目的は、①身寄りのない高齢者等が抱える生活課題に対応するため、
福岡市社協との死後事務委任契約により、葬儀、納骨、家財処分や行政手続きなどの
死後事務への不安を解消すること、②転居、入院、入所時などの身元保証を代替する
支援や、日常生活上の見守り、相談支援や緊急対応などの生活支援サービスを提供す
ることで、本人の希望に寄り添った意思決定支援を実施することである。

 対象者等
⑴ 対象者
〔ずーっとあんしん安らか事業〕
①福岡市内に居住する原則７０歳以上の方（世帯全員７０歳以上であること）
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②明確な契約能力を有する方
③原則として子がいない方・頼れる親族がいない方（親族が遠方というだけではこ
の要件は満たさない）

④生活保護を受給していない方
  〔やすらかパック事業〕 

①福岡市内に居住する４０歳以上９０歳未満の方
②明確な契約能力を有する方
③生活保護を受給していない方
④保険会社の引受要件に該当する方（心不全・肝硬変等に罹患していない、要介護
２以下など）

⑤死後事務を行うことのできる親族がいない方
⑥「声の訪問」等の見守りサービスを利用できる方
※「声の訪問」とは、福岡市が６５歳以上の高齢者等を対象に、日曜・祝日以外
の決まった時間に安否確認の電話連絡をする事業

  〔親なき後支援事業〕 
・障がいのある子やひきこもりの子がおり、「自分がいなくなった後の子のことが心
配」という方で
①子が市内に住んでいること
②親が遺言を作成し、遺言執行者を指定していること
③親が生命保険及び生命保険信託契約を締結し、指図権者を福岡市社協としている
こと
④親子ともに契約内容に同意し、親なき後に身上保護サービス等の利用を希望して
いること
⑤親子ともに契約能力を有していること

⑵ 契約までの流れ
〔ずーっとあんしん安らか事業〕
①相談受付
②社協にて面談
③葬儀・納骨先の決定
④引渡人（死後事務完了後預かり物を引き渡す人）の指定、指定する人がいない場
合は公正証書遺言にて遺言執行者を選任する
⑤家財処分費用の見積もり
⑥契約
※所要期間３～６ヶ月程度

〔親なき後支援事業〕 
①相談
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②支援プランの提案と契約
③運営審査会による支援状況等の定期的な監督

 実施主体（市役所内課、社協委託、NPO 等）：
〔ずーっとあんしん安らか事業、親なき後支援事業〕
福岡市社会福祉協議会終活サポートセンター 

〔やすらかパック事業〕 
   委託先 NPO 法人 
3. 事業内容の詳細

 主な支援・事業内容
（例：エンディングノート普及、相談窓口、講座・イベント、専門職との連携など）
〔ずーっとあんしん安らか事業〕
・見守りサービス（電話：１ヶ月に１～２回、訪問：６ヶ月に１回）
・入院支援（緊急連絡先の引き受け、病状説明への立ち会い、医療費等の支払代
行、郵便物の確認等）
※オプションサービス
・書類預かり
※オプションサービス
・死亡後の連絡、葬儀会社への連絡、葬儀会社との打ち合わせ等、葬儀・出棺・火
葬・納骨までの実施

・家財処分
・行政手続、公共サービスの終了手続き等
・残余預かり金等の引渡人または遺言執行者への引き継ぎ

〔やすらかパック事業〕※NPO 法人が実施する。 
・月１回の定期訪問
・直葬（直葬のみ、葬儀社指定など不可）
・納骨（原則指定納骨先への納骨。購入済みの納骨先があれば対応）
・家財処分
・行政手続き、公共サービスの終了等
・清算は、遺言執行で対応する

〔親なき後支援事業〕 
①親について
・３か月に１回の定期訪問による状況確認
※必要に応じて、日常生活自立支援事業、成年後見制度（法人）、死後事務委
任等の活用

②子について
・月 2 回の定期訪問による状況確認や相談支援
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・生命保険信託を活用した子の生活費の確保
※必要に応じて、居住支援事業、成年後見制度、日常生活自立支援事業等の活
用

 実施体制（職員数、配置、協力団体）
終活サポートセンターの職員数：７人（正職員：２名、嘱託職員３名、短時間勤務職

員２名） 
※やすらかパック事業の実施主体

NPO 法人（委託）

 利用状況（相談件数、参加者数、利用者層）
以下、令和６年度実績
〔ずーっとあんしん安らか事業〕
相談件数：４５９件 
新規契約件数：７件 
契約者数：８１人 
利用者層：７０歳後半～８０歳後半が多い。女性が７～８割。 

  〔やすらかパック事業〕 
   相談件数：３４０件 
   新規契約件数：９件 
   契約者数：５３人 

利用者層：７０代前半～８０歳前半が多い。男女半々ぐらい。 
 費用

①ずーっとあんしん安らか事業
・入会金 １５，０００円
・年会費 １０，０００円
・預託金 ５００，０００円～（葬儀・納骨費用・公共料金等の清算費用。社協が
受領する執行費用５０，０００円を含む。）＋残存家財の処分費用（業者見積額
を元に決定する）

②やすらかパック事業
契約時の年齢と健康状態で決まる
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契約年齢 利用料(月額) ３割増 ５割増 ７割増 
４０～６９ ３，０００円 ３，９００円 ４，５００円 ５，１００円 
７０～７４ ３，５００円 ４，５５０円 ４，５５０円 ５，９５０円 
７５～７９ ４，０００円 ５，２００円 ６，０００円 ６，８００円 
８０～８４ ４，５００円 ５，８５０円 ６，７５０円 ７，６５０円 
８５～８９ ５，０００円 ６，５００円 ７，５００円 ８，５００円 

 財源（市費、国県補助金、他）
終活サポートセンターの予算が年間３０００万円程度。
うち、６割が福岡市からの補助金（国から市への補助は２００万円程度）
４割程度は利用料や遺贈等の自主財源。

4. 特徴的な取り組み

 他自治体と異なる独自の工夫点
①低所得者向けの保険金方式（やすらかパック事業）を実施している（他は足立区社
協のみ）

②終活相談窓口（終活サポートセンター）を常設的に置いている（同様に常設窓口を
設置している機関として、豊島区民社協を知っている）

③最初（相談窓口）から最後（死後事務）までサポートする体制あり
 成果が出ている取り組み（数値的実績・評価）

〔ずーっとあんしん安らか事業〕
●令和２年度
相談件数：３２８
新規契約件数：１０
解約件数：９（うち死後事務実施７）
契約者数：８２

●令和３年度
相談件数：４４３
新規契約件数：７
解約件数：９（うち死後事務実施４）
契約者数：８０

●令和４年度
相談件数：４３０
新規契約件数：５
解約件数：９（うち死後事務実施６）
契約者数：７６

●令和５年度
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   相談件数：４２６ 
   新規契約件数：５ 
   解約件数：３（うち死後事務実施１） 
   契約者数：７８ 

●令和６年度
相談件数：４５９
新規契約件数：７
解約件数：４（うち死後事務実施３）
契約者数：８１

〔やすらかパック事業〕 
●令和２年度
相談件数：２３３
新規契約件数：７
解約件数：２（うち死後事務実施１）
契約者数：４２

●令和３年度
相談件数：４００
新規契約件数：８
解約件数：３（うち死後事務実施２）
契約者数：４７

●令和４年度
相談件数：３２２
新規契約件数：５
解約件数：３（うち死後事務実施１）
契約者数：４９

●令和５年度
相談件数：２３１
新規契約件数：１
解約件数：４（うち死後事務実施３）
契約者数：４６

●令和６年度
相談件数：３４０
新規契約件数：９
解約件数：２（うち死後事務実施１）
契約者数：５３

 市民の反応や利用者の声
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利用者の声：頼りになる 親族がおらず、将来のことを考えると不安だった。契約して安
心できた。自分が死んだら大家などに迷惑をかけるのが心配だった。 

    （事業の支援内容だけでなく）もっと家族同様の存在になってほしい。 
市民の声：終活の相談をどこにしていいか分からなかった。社協なら安心できる。 

親なき後支援事業のような、障がいのある子に伴走してもらえる制度を探し
ていた。 

   （市外の方から）将来、死後事務支援が充実している福岡市へ転居しようと
考えている。 

   対象者を拡大して、誰でも使えるような制度にしてほしい。 
5. 課題と対応策

 担当者から聞いた課題
①パッケージ支援事業を「制度」として運用する以上、制度の狭間にあって支援対象
外となる方が存在

②終活や死後事務は専門知識を習得する環境が不足。福祉人材の担い手不足。
③民法をはじめとした各施設やアパートの賃貸契約や施設への入所・退去手続き時、
携帯電話の解約手続き等、家族でない第三者では手続きが制限されることが多い。

 対応や工夫の具体例
①につき、対象外となる市民の声を聞き、事業スキームや対象要件などを適宜見直し
て、対象拡大や利便性の向上を図っている。
個別ケースについて、対象要件を緩和して契約すべきか運営審査会で審議するこ

とがある。
低所得の方も利用できるよう、市民等からの遺贈寄付を基金化することも検討す

る価値があると考えている。
②につき、専門職を育成確保する手段としては OJT が中心である。
内部研修や外部機関が主催する研修への積極的な参加を促している。
各手続きをマニュアル化している。ただし細かい状況判断など明文化が困難な部

分もある。 
③につき、地元の金融機関の行員や病院スタッフに向けた研修を実施し、身寄りのな
い方を拒まない対応を周知・啓発している。
成年後見制度の中核機関と連携し、身寄りのない方への関わり方について幅広い

事業者と共通認識をもつ機会を作りたいと考えている。
6. 視察を通じての学び・所感

 印象に残った点
・終活支援の相談窓口から死後事務まで社協で完結している点。
・現場の状況から不足したものを抽出し、これに対応するサービスを開発するという
好循環が生み出されていると感じる。地に足がついている印象である。
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 自自治体への示唆（導入可能性、参考にすべき点、注意すべき点）
・福岡市のように奈良県内においてもトータルサポートが行われることが理想だが、
予算の問題あり。また、福岡市は、民間が終活支援を開始するよりも前に支援を開
始したため、民業圧迫の非難を受けることはなかったが、これから制度を設ける自
治体は民業圧迫の非難を受ける可能性があるので、要件に収入要件を設ける必要が
あるかもしれない。

・福岡市からの補助金が潤沢であり、地元自治体の姿勢が事業を支えている印象を持
った。奈良県において事業を実現し、拡大するには県や市町村に対する働きかけが
重要になると思われる。

7. 添付資料

 配布資料一覧
・ずーっとあんしん安らか事業リーフレット
・ずーっとあんしん安らか事業契約書
・ずーっとあんしん安らか事業重要事項説明書
・やすらかパック事業契約書
・やすらかパック重要事項説明書
・やすらかパック事業自筆証書遺言見本
・やすらかパック事業チラシ
・遺贈リーフレット
・終活サポートセンターリーフレット
・終活を通じた権利擁護支援
・親なき後支援事業リーフレット

 写真（必要に応じて）
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大川市視察報告書 

全体概要・まとめ 

福岡県大川市は、全国でも有数の家具の町として知られており、中小企業・個人事業主

の割合が高い。高齢化が進んでいく中で、一人暮らしの高齢者や親族による支援が困難な

市民が増加し、緊急搬送されても入院手続がとれなかったり、治療方針を本人だけでは決

められなかったり、支払が困難な人が多くなった。そのため、元気なうちに、自分で備え

る必要を強く感じ、行政で終活支援に取り組むようになった。 

令和 4 年度に、行政の終活支援をサポートする(株)鎌倉新書と終活連携協定を締結し、

市民への終活に関する情報提供、研修会、終活相談ダイヤルの設置などの取り組みを始め

た。また令和 6 年 2 月に、「身寄りがない人の入院・入所対応マニュアル」の策定や「大

川市おひとりさま支援事業」に取り組み始めた。 

過疎化が進む地方の小規模自治体として、高齢化・孤立化の課題解決に取り組みつつ、

担い手不足を解消するため、ＤＸ・ＩＣＴ活用をしながら、なるべく人的コストをかけな

い仕組み作りを目指している。 

 視察先①

1. 基本情報

 視察先自治体名：

福岡県大川市

(面積：33．63 ㎡、人口 3 万 0880 人、高齢化率 37.3％（Ｒ7.3 末)

 担当部署・担当者名：

大川市福祉事務所 所長野中貴光氏、次長兼地域福祉係長田中茂氏、地域福祉係主任

主査松本梨恵子氏、同係田島加奈氏

大川市健康課健康推進係梅﨑好美氏

大川市成年後見センター後見専門相談員大塚加奈氏

大川市社会福祉協議会地域福祉係田中謙充氏、同係竹井明日香氏

 視察日：

2025年 10月 21 日(月) 午前 10 時～12 時

 同行者：

奈良弁護士会：佐々木育子、福本佳苗、射場守夫、阪本康祐

2. 事業の概要

 事業名：

①大川市の終活支援

②大川市おひとりさま支援事業

③その他、「身寄りがない人の入院や入所に関する支援マニュアル」「大川市高齢者等

の成年後見制度の利用にかかる事務取扱要領」「身寄りがない方がなくなったときの
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事務マニュアル」等のマニュアル・規定の整備 

 開始年度：

① 令和 4年度

② 令和 6年 2 月

③ 「身寄りがない人の入院や入所に関する支援マニュアル」令和 6 年 2 月

「大川市高齢者等の成年後見制度の利用にかかる事務取扱要領」令和 4 年 10 月

「身寄りがない方がなくなったときの事務マニュアル」令和 5 年 7月改訂

 目的・背景：

人口減少や少子高齢化による一人暮らし高齢者の増加により、親族が遠方にいて

支援が困難な市民が増加し、これまで家族の役割だった日常的金銭管理や生活支

援などを担う人がいないため、日常生活のちょっとした困りごとが解決できず、

必要な入院・入所の手続、支払ができない高齢者が増加していた。地域ケア会議

等での議論の中で、今後も身寄りがない市民の増加が見込まれる。大川市は、司

法過疎地であり、弁護士は 1 名、司法書士は 3～4 人いるがリーガルサポートには

入っていない。成年後見制度を利用しても、市外の専門職に頼るしかなかった。

現在の成年後見制度や、それまでの事務管理による支援だけでは対応が困難だと

感じていた。

令和 4 年度に(株)鎌倉新書と終活連携協定を締結（鎌倉新書は行政向けの終活サ

ポート事業者で特に委託料はかからず、様々な終活支援の情報提供や、エンディ

ングノートの無償提供が得られる）。終活にはどうしてもネガティブなイメージが

あるため、元気なうちに自分の終活に備えてもらうよう、市民に働きかける取り

組みを進めるとともに、令和６年２月から国の持続可能な権利擁護支援モデル事

業を受託し、地元金融機関とも連携し、おひとりさまの日常的な金銭管理を実施

している。 

 大川市おひとりさま支援事業の対象者：

① 大川市内に住民票がある市民

② 身寄りがない、あっても支援を受けられない方

③ 判断能力に不確かなところがあるが、キャッシュレスサービスを理解・利用でき

る方

※おひとりさま支援事業は、生前の支援であり、日常生活自立支援事業の利用者と重

なるところがあるが、キャッシュレスサービスを利用できるかどうかがポイントとな

る。そのため高齢者の方ではなかなか利用者となれる人がいない。 

 実施主体（市役所内課、社協委託、NPO 等）：

大川市が大川市社会福祉協議会に委託

＜福岡＞15 / 33

【全】60 / 78 ページ



3. 事業内容の詳細

 主な支援・事業内容

① 大川市の終活支援

鎌倉新書のサポートを受けながら次のような取り組みを行っている。 

●市民への情報発信

・鎌倉新書の「わたしのこれからノート」「終活べんり帳」の配布（企業の広告

を入れることで無償配布）

・大川市終活セミナーの開催

※終活というと「縁起でも無い！」と言われるが、ポジティブになってもらう

ために次のようなことをアピールしている。

・一度きりの大切な人生、残りの時間を豊かにより良く生きる。

・最後まで自分らしく生きるための生理と備えを考える。

・自分が望む医療や介護について考え、身近な人と共有する。

・出前講座「思いと願い かたろう会」の開催（参加者 80 代多い）

※ゆうゆう会、老人クラブなどに出向き、要介護状態のネガティブな感情「怖

い」「不安」「あきらめ」に向き合っても、支えてくれる人・サービス・制度が

あれば、自分らしく生きられることを周知（R7 には年間 4回実施） 

●研修会の開催

市職員への終活に関する研修会の実施

医療介護従事者に対するエンディングノートの書き方の研修

●市民や職員から終活に関する相談対応

終活相談ダイヤルを設置

② 大川市おひとりさま支援事業

・身寄りがない人の日常的な金銭管理を、ＫＡＥＲＵカード（予算管理機能のつい

たクレジットカード（Master Card）付プリペイドカード）を使って行う。その特

徴は 1 日に利用できる金額（週単位・月単位でも可能）を利用者ごとに柔軟に設定

できること。履歴の閲覧やカードの停止・再開等の操作を遠隔から行えること。臨

時の送金も遠隔からできる。ＫＡＥＲＵカードが使える店は限定されているが、コ

ンビニや病院などでも利用できる（市内で使えるお店の地図も準備している）。貸

金庫の預かりサービスもある。 

・大川市で養成研修を実施し、登録した意思決定支援サポーター（社会福祉法人職

員、元行政職員、市民等）が本人に月 2 回訪問し、面談して意思確認をするほか、

行政手続の同行などの支援を行う。マッチングは大川氏成年後見センターが行う。

サポーターの報告書は google フォームを利用。

・地元信用金庫（大川信用金庫）と協定し、本人が入院したとき等に、本人が金融
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機関にいけない場合、通帳や印鑑がなくても、病院代の請求書だけで、入院費を本

人の口座から病院の口座に送金してくれる。 

・三士会の専門職チーム（年 3 回開催）が困難事例の助言、領収書との適合のチェ

ックを行う。

・利用料は一般 1846 円、生保 1346円。後見報酬より安価である。内訳は、意思決

定支援サポーターには 1 回 1000 円の日当（本人 500 円、市から 500円）。社協に月

500 円、ＫＡＥＲＵカードの利用料が月 396 円。

・利用者は保険証サイズの利用者証を所持。

③ マニュアル・規定の整備
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●「身寄りがない人の入院や入所に関する支援マニュアル」

・大川市権利擁護支援ネットワーク会議で協議。身寄りがないおひとりさまにつ

いては、身元保証人を親族が引き受けられず、親族が医療同意を代行できな

い。

・国のガイドラインに則し、医療同意に関する対応の原則（治療についての同意は

本人しかできない）を明確にし、本人が署名できない場合は、署名欄は無記名と

し、その理由を診療記録に記載するだけでよいと記載。市内の病院にも大川市か

ら説明。

・①緊急時連絡先、②医療同意にかかる書類、③入院中に必要な物品の準備、④入

院費の支払い、⑤退院支援・施設入所支援、⑥死亡時の対応や遺体の引き取りの

6 点につき、判断能力がある場合と、判断能力が不十分な場合（成年後見活用あ

り・活用なし）に分けて具体的に考え方を整理している。入院費の支払いについ

ては、本人が支払いができない場合は、信用金庫と提携し、大川市の方で請求書

を大川信用金庫に回して、本人口座から病院の口座へ送金してもらえる（但し本

人が死亡すると難しい）。

●「大川市高齢者等の成年後見制度の利用にかかる事務取扱要領」

・日常生活自立支援事業や成年後見制度の利用につながるまでの間、事務管理とし

て、市町村が通帳や現金を預かり、本人の日常生活継続に必要な費用を支払う。

・これはあくまでも暫定的な事務管理でありなにか報酬が発生するものではない。

・本人の印鑑と通帳を、大川信用金庫にもっていくと、氏名の代筆でも送金手続を

してくれる。代筆した市職員の運転免許証は提示する必要あり。令和 4 年までで

4 件、いままでに 8 件の利用あり。

●「身寄りがない方がなくなったときの事務マニュアル」

・身寄りがない人が亡くなった場合の手順をフロー図や根拠法文を示して明確化。

・身元不明の人や、相続人がいても費用の弁償が得られなかった場合は、慰留金品

については、一定の手続を経て、相続人への意思確認なしに、相続人に優先して

火葬等の費用に充当できるとして、手続を明確化。それでも弁償できないときは

都道府県に求償が可能（指定都市・中核市は自市で負担）

・葬祭費については、相続人の印鑑がなくても、市が費用弁償の請求をして、本人

の通帳から、市の口座に送金できるとし、大川信用金庫での手続を説明。

 実施体制（職員数、配置、協力団体）

大川市福祉事務所が中心になって、終活支援を実施（社会福祉法人に委託した成年後

見センターの職員も出前講座に関わっている）

おひとりさま支援事業は、大川市社会福祉協議会 常勤２名(兼務)で対応

※全体的に市の職員が、前に出て頑張っている印象
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 利用状況（相談件数、参加者数、利用者層）

① 大川市終活セミナー参加者

R4「終活とは」「エンディングノートの書き方」 24 名

R5「生前整理のすすめ」 45 名

R6「知っておきたい相続のこと」 31 名（個別相談 7 名）

② おひとりさま支援事業

令和 6 年 2月事業開始～現在まで  相談件数 8 件、新規契約件数 3 件（うち 1

名は日常生活自立支援事業に移行）。現在利用者は知的障害の方 2 名

意思決定支援サポーター養成（R7.8 末）9 名登録（社会福祉法人職員 6 名、元職

員 1 名、市民 2 名）。座談会を年 2回開いてフォローアップ。

※参考 大川市内の成年後見制度利用者  82 名（後見 40 名、保佐 33 名、補助

9 名）

 財源（市費、国県補助金、他）

令和 6 年度 予算 社会福祉協議会へ 152万 6000 円

成年後見センターへ 187万円 

ＫＡＥＲＵ（株）へ 110万円 

※3／4 は国からの補助が出ている。

4. 特徴的な取り組み

 他自治体と異なる独自の工夫点

高齢化率が高く、地方であり、マンパワーには限界がある。

そのため、鎌倉新書といった終活専門の企業の支援を受けたり、ＤＸ、ＩＣＴの活用

により、金銭管理や報告書作成を省力化しているところが特徴

職員によって対応が変わらないよう、手順がマニュアル化されている。

 成果が出ている取り組み（数値的実績・評価）

終活セミナーや出前授業の参加者は増えており、市民への啓発が進んでいる。

他方で、おひとりさま支援事業は、キャッシュレス決済が前提となっており、高齢者

には使いにくく、おひとりさま高齢者に利用が広がっていない。

 市民の反応や利用者の声

おひとりさま支援事業を使うことで、

・お金の使い方について相談できる人ができたので、新しいことにも安心して挑戦でき

る。

・必要なものや気に入ったものを自由に購入できるが、一日の限度額が決まっているの
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で、使いすぎたりして、お金がなくなることもない。 

・現金は月 1 回社協職員と一緒に銀行で出金。いつもより大きな出費の日は、社協に連

絡して、ＫＡＥＲＵカードにチャージしてもらえる。

5. 課題と対応策

 担当者から聞いた課題

ＫＡＥＲＵカードはキャッシュレス決済が前提となっており、高齢者には使いにく

い。そのため、おひとりさまの高齢者層の利用が広がらないし、件数も少ないので、

これからどうやって利用者を増やしていけるかが課題

おひとりさまの死後事務についても、今後取り組みたい課題と考えている。

 対応や工夫の具体例

これからキャッシュレス決済が広がっていけば、もっと利用者が増えると思う。

まずは終活に関して市民に元気なうちから備えてもらうために、「縁起でもないこ

と」から、自分の残りの大切な時間をいかに自分らしく生きられるかというポジティ

ブな思考で捉えられるような意識の改革をしていきたい。

 要件を満たさない人の対応

特にＫＡＥＲＵカードが使えない人がネックになっているが、そのような人は、日常

生活自立支援事業で支え、判断能力の低下が著しくなれば、成年後見制度に繋いでい

る。

6. 視察を通じての学び・所感

 印象に残った点

・人口が約 3 万人の小さな市であり、マンパワー不足をうまく補って、持続可能な権利

擁護支援システムを立ち上げたことは素晴らしい発想だと思う。

他方で、高齢者がまだキャッシュレス決済に馴染んでいないことを考えると、日常的

金銭管理の部分は、現金での対応もできるようにしていくことも必要なように感じ

た。

・人の生と死はつながっているため、安心して老後を過ごすのに、葬儀や埋葬、残置さ

れた動産の撤去、遺贈等の死後事務支援も課題だと感じた。

・家具製造の個人事業主が多いとのことであったので、生前の事業承継も大きな課題に

なっていると思われ、その受け皿をどう探すかも重要である。

 自治体への示唆（導入可能性、参考にすべき点、注意すべき点）

・鎌倉新書との提携や支援、ＫＡＥＲＵカードを使ったキャッシュレス決済、地元の信
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用金庫と連携した入院代の振込、医療機関も交えた身寄りがない人の身元保証に代わる

仕組み作りなど、他の自治体にも非常に参考になると感じた。 

・他方で、利用者数がまだ少数にとどまるため、今後の予算の継続的確保の視点から、よ

り多くのおひとりさまが利用できる仕組みになるように改良点を探っていくべきと考え

る。

7. 添付資料

 配布資料一覧

・大川市の終活支援 取り組みの経緯

・出前講座「思いと願い 語ろう会」

・大川市における持続可能な権利擁護支援モデル事業の取り組み

・大川市おひとりさま支援事業のご紹介（チラシ）

・大川市身寄りがない人の入院や入所に関する支援マニュアル

・大川市高齢者等の成年後見制度の利用にかかる事務管理要綱

・福祉事務所地域福祉係における身よりのない方がない方がなくなったときの事務マニ

ュアル
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視察報告書 

全体概要・まとめ 
久留米市は福岡県の中央からやや南寄りにある約 30 万人の都市であり、約 34 万人の奈良
市に近い規模である。65 歳以上の人口割合は 27.9%、要支援・要介護人口は約 17,000 人
であり、奈良市の 31.2％、約 21,000 人よりもやや少ない状況である。 
以前から運営していた成年後見センターにおいて、身寄りのない人の死後事務の問題に突
き当たり、解決策を模索していたが、福岡市社協の事業を取り入れ、令和 6 年に人生あん
しん事業を開始した。補助金がなく完全な自主事業として運営している。他方支援対象者
の資産や収入に制限を設けていない。生前事務は見守りのみであり、死後事務を中心とし
た支援である。 
久留米市の視察の前に隣接する大川市を視察したが、そこが生前の支援を中心としている
のと対照的であり、自治体におけるニーズ違いや福岡市社協のように広範囲の支援体制が
構築できない自治体での対応方法について学ぶところが多いと考える。 

 視察先
1. 基本情報

 視察先自治体名
久留米市

 担当部署・担当者名
久留米市社会福祉協議会地域福祉課 漆原氏（課長）、川上氏（課長補佐）、田中氏

 視察日
令和 7 年 10 月 21 日

 同行者
佐々木、福本、阪本、射場 

2. 事業の概要

 事業名
人生あんしん事業 

 開始年度
令和６年度 

 目的・背景
社会福祉協議会の別の部署が「成年後見センター」を運営しているが、そこで身寄
りのない方が亡くなった場合の死後事務について支援していく必要性を令和１年頃
から感じていた。その後体制づくりを模索していたが、コロナ禍や令和 5 年の水害
などもあり令和６年になって実施できるようになった。事業内容は、福岡市社会福
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祉協議会の事業を参考にしている。 
事業の目標は以下のとおりである。 
・誰もが安心して地域で長く住み続けるために一人一人を支える仕組み作りを行
う。
・不安を抱えている方などを対象に死後事務を行うことで「自分らしく人生を終え
られる」お手伝いをする。

 対象者
⑴ 対象者

①久留米市内に居住する 75 歳以上の人、または慢性疾患等がある 65 歳以上の人
（慢性疾患の内容は、例えば「高血圧」といったもので足りる比較的緩い認定）
②契約能力がある人
③支援のできる親族がいない人

（親族がいるが疎遠であるというような場合は、いったん親族と話し合ってみる
ように伝え、それでも支援が難しい場合は検討する。）

④生活保護受給中ではない人
⑵ 契約までの流れ（所要期間は 3～6 ヶ月）

①相談受付（社協に相談希望の連絡）
②面談（社協で面談）
③葬儀・納骨先の決定（相談者と話し合って決める）
④家財処分の見積もり（社協と業者が自宅訪問して見積もりをする。）
⑤引渡人の指定、指定できない場合は公正証書遺言（遺言執行者をつける）作成
（遺言作成費用、弁護士費用は本人負担）
※引渡人とは、預託金に残余があれば引き渡し、不足があれば支払をしてもらう人
⑥契約

 実施主体（市役所内課、社協委託、NPO 等）
社会福祉協議会 

3. 事業内容の詳細

 主な支援・事業内容
⑴ 支援内容

①預託金方式の死後事務
・病院等からの緊急連絡の受付・病室等の引き払い
・葬儀、火葬、埋葬及び付随する手続き（葬儀会社の手配、費用の支払等）
・引渡人・遺言執行者等関係者への連絡
・官公庁等への手続き（マイナカード・保険証・手帳等返却、資格喪失手続き）
・公共サービス等に関する手続き（電気、ガス、水道、電話等）
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・家財処分に関する手続き
・賃貸住宅の処理（明渡、鍵の返却、敷金の清算等）
・その他（火災保険の処理、入院費の清算、死後事務に必要な郵便物の受領等）

※契約前に引受人を指定するか、できない場合は遺言執行者を定めた公正証書遺
言を作成する。

②見守りサービス（２週間に１回の電話、３か月に１回の定期訪問）
⑵ 審査業務

・人生あんしん事業運営審査会の設置
・審査会の構成員：弁護士、司法書士、社会福祉士の 3 名以内
・所掌業務：契約にかかる適否審査、事業に対する指導・助言、契約解除に関する

適否審査、その他必要と認める事項
 実施体制（職員数、配置、協力団体）

社会福祉協議会の職員のみ６名で実施 
 利用状況（相談件数、参加者数、利用者層）

相談件数等：令和 6 年度以降、相談件数 68 件、契約件数７件 
内訳： （性別）男性 30 名（44％）、女性 33 名（49％）、不明 5 名（7％） 

（年代別）70 代 14 名（21％）、80 代 19 名（28％）、90 代 7 名（10％）、不明
25 名（37％） 

 財源（市費、国県補助金、他）
なし。完全自主事業 

 費用
・入会金１５，０００円
・年会費１０，０００円
・預託金（別途家財処分費用の見積もりに応じた金額、実際には多めに預かる。∵
資金不足を起こさないように。）
・着手金（預託金の 1 割）

4. 特徴的な取り組み

 他自治体と異なる独自の工夫点
①身寄りのない方に対する支援のうち、死後事務を中心としている。終活セミナー
や居住支援などは行っていない。
②対象者の資産や所得による制限を行っていない。しかし、これまで事業に対して
民業圧迫といった声は聞こえていない。
③自主事業で行っている。

 成果が出ている取り組み（数値的実績・評価）
令和６年開始で、現在７名の契約となっている。
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 市民の反応や利用者の声
・サロンの参加者から「友人に親族が近くに居ない人がいるので勧めたい」との意
見があった。
・マンション自治会長からマンションに単身高齢者が多数住んでいるので、その人
たちに知ってほしいのでリーフレットがほしいと来所してきた。
・審査会には弁護士、司法書士がいたため、社協とは違った観点からの意見が得ら
れた。
・契約締結に至った人からは、自分が亡くなった後のことについて安心したとの声
をいただいた。
・契約には至らなかったが、これをきっかけに親族と話をする機会ができたという
人がいた。

5. 課題と対応策

 担当者から聞いた課題と対応策
・地域のサロンやケアマネの研修会などでの周知啓発を図る
・本事業はケースバイケースの部分が多く、その都度対応することで経験を重ねてい
くしかないと思った。
・契約者を増やすことでいずれは利用料で事業運営できるようにしたい。
・将来身寄りのない人が増えていく見通しなので、制度・サービスの利用だけではな
く地域住民同士の支え合いにもつなげられるように、地域の居場所等へのつなぎも行
っていく。
・入院時の身元保証で困っている人への対応をどうするのか、子どもがいても引きこ
もりで死後事務ができるのか不安、その子ども自身の終活支援が不安という声があ
る。

6. 視察を通じての学び・所感

 印象に残った点
①身寄りのない人の支援のうち預託式の死後事務委任に重点をおいているという印
象を受けた。
②事業実現の経緯として、熱意ある職員の進言に始まり、その問題意識が上司にも
共有され、コロナ禍を過ぎたところで実現したということであり、職員の熱意と予
算などのハードルを理由に拒絶しない職場環境がうまくマッチしたという印象を受
けた。
③見守りサービスは無償で実施しているが、他の委託事業（重層的支援体制整備事
業におけるアウトリーチ等）に関連させて実施しているとのことであり、できるだ
け負担を少なくするように努力している印象を受けた。
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 自自治体への示唆（導入可能性、参考にすべき点、注意すべき点）
① 久留米市は、死後事務に中心を置いて支援を行っており、中規模の自治体であって

も、事業を実現させることは十分に可能と思われる。
② 対象者の資産や所得を制限していないが、これによる民業圧迫との批判は受けてい

ないようである。高齢者を狙い撃ちにした悪質商法は以前から知られており、高齢
者もどこに終活支援を依頼すればいいのかわからない状況がある。その点、社会福
祉協議会は、地域福祉の推進を目的とする非営利団体であり、高齢者にとって安心
して終活支援を任せることができるというニーズもあるから、あまりに民業圧迫を
強調しすぎると地域福祉が後退してしまう恐れがある。

③ 死後事務委任にあたって公正証書遺言の作成をお願いすることがあるが、その際遺
言者が社会福祉協議会に遺贈する場合も一定の割合で生じる。任意の遺贈は全く問
題はないが、本人の判断に対する中立性を担保する仕組みが必要となってくる。審
査会の設置はその一つであるが、全国の他の自治体では、遺贈の一般募集も行って
いるところもあり、利益相反を生じないような遺贈の形を考えることは可能であ
る。

7. 添付資料

 配布資料一覧
・人生あんしん事業実施要綱
・人生あんしん事業運営審査会設置要綱
・人生あんしん事業契約書
・支援計画
・人生あんしん事業～あなたらしい将来を迎えるために～
・人生あんしん事業～あなたらしい将来を迎えるために～（リーフレット）
・くるめ福祉（2024 年 7 月号）

 写真（必要に応じて）
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